
広報 うわじまちくしょうぼう          平成 2５年３月 1 日発行 

火災と救急・救助は１１９番

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

３つの習慣 
１ 寝たばこは、絶対やめる。 
２ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 
３ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

 
４つの対策 

１ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 
２ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 
３ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 
４ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 
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火災概況 
平成 2４年中に宇和島地区管内で発生した火災は 5０件で、前

年の 5６件に比べ６件の減少となっています。また、月平均出火

件数は 4.１7 件で、およそ７日間に 1 件の割合で火災が発生し

ました。 

火災種別では、建物火災３４件、車両火災５件、船舶火災 2

件、その他火災 9 件となっています。 

出火原因では、こんろ７件、配線器具６件、たばこ５件、放火・

放火の疑い５件、火あそび３件、風呂かまど３件、電灯・電話等

の配線３件、たき火３件、交通機関内配線 2 件などとなってお

り、昨年、トップであった放火・放火の疑いが５件減少し、こん

ろがトップとなっています。 

救急概況 
平成 2４年中の救急出場件数は 5,076 件で、前年に比べ 195

件増加し、搬送人員においては 4,777 人で 159 人増加してい

ます。これは平成 5 年の出場件数、搬送人員と比べると約 2 倍

となっており、過去最高となっています。 

事故種別では、急病 3,437 件、一般負傷 686 件、転院搬送

459 件、交通事故 331 件、その他 163 件となっています。 

管内人口が減少しているにも関わらず、救急出場件数が増加

しているのは、管内における、高齢者人口の割合が相対的に増

したことや、救急車をタクシー代わりに利用するなど、頻回利

用者を含めた不適切利用の増加などが要因として考えられま

す。 

昭和 24 年 1 月 26 日に法隆寺金堂壁画が焼損したことから、毎年 1 月

26 日を「文化財防火デー」と定め、この日を中心として文化財を火災等の
災害から守るため、全国各地において文化財防火運動が展開されています。
当市でも 1 月 25 日（金）に関係機関が多数参加し、宇和島城で防火訓練
が行われました。今回の訓練は、城山天守西側山林において火災が発生し
たという想定で行われ、シルバー人材センターの職員による 119 番通報、
屋外消火栓からの放水、城山を守る会のメンバーおよび市役所文化課職員

によるバケツリレー、宇和島消防署消防隊の水幕・放水による消火活動が
行われました。 

いつ発生するかわからない火災等の災害から、貴重なかけがえのない文
化財を守るため、宇和島市においても宇和島市地域防災計画に基づいて、
防災機関、民間協力団体が一体となって、通報、消火、避難及び通信連絡
訓練等を毎年実施しております。 
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昨年 11 月、管内において、エアゾール式簡易消火具の破裂事故が発生いたしました。この事故は、万が一に備えて一般家庭の台所に
置いていたエアゾール式簡易消火具が突如として破裂したもので、幸い住民の方にケガ等はありませんでした。 

このような事案は、近年、全国各地で発生が報告されており、平成 24 年 9 月 30 日時点で 5,738 件に達しております。破裂の原因

としては、製造工程に不具合があり消火具内部の腐食が進行することによって、「大きな音をともない破裂」するとされています。 
現在、該当する簡易消火具は自主回収の対象商品とされ、業者による回収が進められておりますが、まだ多数の簡易消火具が回収・廃

棄されずに残っていることが考えられます。今一度、みなさんのご家庭・職場等に該当する簡易消火具が置いてないか確認してください！
万が一、該当する簡易消火具が見つかった場合は、下図の手順に従って対応してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 12 月、宇和島地区消防署は、関係者および近隣住民の方々に協力をいただき、解体が予定さ
れている旧宇和島寿楽荘（宇和島市保田）を利用した実戦訓練を行いました。 

今回の訓練では、ホース延長訓練など、より現場に近いさまざまな訓練を実施しました。訓練期間
中、多数の隊員が訓練に参加し、災害現場を意識した大変有意義な訓練を実施できたものと思います。 

今後もこのような建物等を利用した訓練を継続して実施する予定です。 

住宅用火災警報器は平成２３年 6 月 1 日から完全義務化となり、新築、既存を問わずすべての住宅に設

置が義務付けとなっています。火災による死者の大半を一般住宅における高齢者の逃げ遅れが占めること

から、住宅用火災警報器の設置は、火災による死者の減少に多大な効果があると考えられます。 

まだ設置がお済みでないご家庭では、家族や大切な人を火災から守るためにもすぐに取り付けましょう。 

   お問い合わせは、宇和島地区広域事務組合消防本部 予防課 電話 0895-22-7501 


